
微小粒子状物質(PM2.5)に係る注意喚起フロー図 

気象庁等による飛来予報 

翌朝７時及び１２時に測定値を確認 

判断濃度を超えていた場合 

午前７時３０分または午後１２時３０分を

目処に注意喚起 

環境課 

各報道機関へ通知 

市ホームページへ掲載 

北海道へ通報 

市関係部局へ通知 

各部局において周知が必要な関係機関へ適宜連絡 

北海道は関係機関

及び全道域へ周知 


